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作成日 2023年 11月 29日 0

物理化学的危険性

自己反応性化学品 タイプG
健康に対する有害性

急性毒性(経口) 区分4
急性毒性(経皮) 区分3
生殖細胞変異原性 区分2
発がん性 区分1A
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(血液系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(血液系)

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性) 区分2
水生環境有害性 長期(慢性) 区分2

絵表示またはシンボル

注意喚起語

危険有害性情報
H302
H311
H341
H350
H360
H370
H372
H401
H411

注意書き

P201
P202
P260
P264
P270
P273
P280

P301＋P312

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱後は手や顔をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。

製品コード F-016616

２．危険有害性の要約

飲み込むと有害

血液系の障害

【安全対策】

危険

長期継続的影響により水生生物に毒性

皮膚に接触すると有毒
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれ
生殖能または胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、または反復ばく露による血液系の障害
水生生物に毒性

使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

１．化学品および会社情報

1-クロロ-4-ニトロベンゼン (1-Chloro-4-nitrobenzene)
4-クロロニトロベンゼン

03-3839-5877

善ケミカル株式会社
東京都台東区台東2-30-2 善ビル3階
03-3839-5861

03-3839-5861

化学品の名称
製品名

SDS整理番号
会社名称
住所
電話番号

緊急連絡電話番号

安全データシート

FAX番号

ZC23063-01

アゾ染料中間体推奨用途および使用上の制限

注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については 「分類対象外」、「区分に該当しない」または 「分類
できない」に該当する。

【応急措置】

GHSラベル要素

GHS分類
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P330
P302＋P352

P312
P361＋P364

P308＋P313
P314

P391
P405

P501

化審法 :
安衛法 :

気分が悪いときは医師に連絡すること。

気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。

口をすすぐこと。
皮膚に付着した場合: 多量の水や石けんで洗うこと。

ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。

汚染された衣類をただちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をするこ
と。

眼に入った場合 水で15分以上注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に
外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚を多量の水と石けんで十分に洗うこと。
医師の診断/手当てを受けること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立入りを禁止す
ること。

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させるこ
と。

吸入した場合

官報公示整理番号

C6H4ClNO2 (157.55)

施錠して保管すること。
漏出物を回収すること。

単一物質・混合物の区別
化学名または一般名
慣用名または別名

分子式 (分子量)

構造式または示性式

CAS番号

【廃棄】
内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者
に業務委託すること。

1-クロロ-4-ニトロベンゼン (1-Chloro-4-nitrobenzene)
単一物質

【保管】

３．組成および成分情報

情報なし

成分および濃度または濃度範囲 99.5%以上(GC)

口をすすぐこと。

応急措置をする者の保護に必要な注意事

４．応急措置

５．火災時の措置

６．漏出時の措置

使ってはならない消火剤
火災時の特有の危険有害性

皮膚に付着した場合

飲み込んだ場合

適切な保護具を着用すること。

窒素酸化物、塩化水素、ホスゲンおよび塩素の、有毒なガスを生じる。

水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素

1-ニトロ-4-クロロベンゼン、ｐ-ニトロクロロベンゼン、ｐ-クロロニトロベンゼ
ン 他

ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、または取り去ること。

漏出場所の風上から作業を行い、風下の人を退避させること。

消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、防護服(耐熱性)を着用
すること。

(3)-442
公表化学物質

安全に対処できるならば着火源を除去すること。

100-00-5

個人用保護具を着用すること。

危険でなければ火災区域から容器を移動すること。

適切な消火剤

特有の消火方法

消火活動を行う者の特別な保護具および予
防措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急
時措置

加熱されたり、火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそれがある。

熱、火花および火炎で発火するおそれがある。
火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。
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取扱い
技術的対策

安全取扱注意事項

接触回避
衛生対策

保管
安全な保管条件
安全な容器包装材料

日本産衛学会 (2021年版)
ACGIH (2022年版)

保護具 呼吸用保護具
手の保護具
眼、顔面の保護具
皮膚および身体の保護具

窒素酸化物、塩化水素、ホスゲン、塩素

7

許容濃度: 0.1ppm、0.64mg/m3(皮)

保護眼鏡(ゴーグル型)。状況に応じ保護面。

環境に対する注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。

2hPa(20℃)

『８.ばく露防止および保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用す
ること。

この製品を使用するときに飲食または喫煙をしないこと。

熱

1.07mPa･s(83.5℃)

淡黄色から黄緑色

TLV-TWA: 0.1ppm(Skin)

不浸透性の保護衣。状況に応じ、保護長靴。

防塵・防毒マスク、自給式呼吸器、送気マスク等。

作業場では全体換気を行うこと。

密度および/または相対密度(g/ml)
1.52(22℃)
データなし

不燃性
下限: １.５％、 上限: ９.６％

通常の状態では安定。
加熱すると分解し、有毒なガス(窒素酸化物、塩化水素、ホスゲン、塩素)を生
じる。強酸化剤で、還元性物質と激しく反応する。

データなし

取扱い後は手や顔など、露出した部分をよく洗い、うがいをすること。

芳香のある匂い。 甘い香り。

0.6mg/m3

物理状態

1520kg/m³(22℃)

爆発下限界および爆発上限界/可燃限界

pH

臭いの閾値

動粘性率

n-オクタノール/水分配係数(log値)

反応性

危険有害な分解生成物

１１．有害性情報

化学的安定性

蒸気圧

避けるべき条件

粒子特性

引火点

付着物、回収物などは、関係法規に基づき速やかに処分する。

強力な還元剤と激しく反応する: 火災/爆発のリスクあり。

８３℃

還元性物質

危険有害反応可能性

分解温度

混触危険物質

不浸透性の手袋。

８．ばく露防止および保護措置

2.39

自然発火点

設備対策

９．物理的および化学的性質

１０．安定性および反応性

可燃性

７．取扱いおよび保管上の注意

『１０.安定性および反応性』を参照。

２４２℃

５１０℃

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

施錠して保管すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

粉塵の飛散に注意しながら掃き集め、密閉容器に回収する。封じ込めおよび浄化の方法および機材

融点/凝固点

環境中に放出しないこと。

粉末

[水] 不溶(0.02g/100ml、２０℃)
溶解度

[その他の溶剤] エタノール、二硫化炭素、クロロホルムに可溶。

貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

装置、機器の密閉化あるいは局所排気装置を設置すること。

１２７℃(密閉カップ、１０１３ｈPa)

３８０℃

固体

臭い
色

許容濃度

管理濃度

国連危険物輸送勧告モデル規則で規定されている容器を使用すること。

沸点または初留点および沸点範囲

相対ガス密度

形状
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急性毒性 経口

経皮

吸入: ガス
吸入: 蒸気
吸入: 粉じん および ミスト

ウサギ(n= 6)を用いた眼刺激性試験では、結膜のみ影響がみられ、平均刺
激スコアは24時間後に6/6例で2/110、48時間後に4/6例で2/110、72
時間後に2/6例で2/110、8日後に6/6例で0/110との報告あり。
また、ウサギを用いた眼刺激性試験において、各時点における刺激指数の最
高スコアは6/110との報告あり。
ウサギ(n= 2)を用いた眼刺激性試験において、洗浄眼では1時間後に軽微
な角膜混濁がみられたが、4時間後には消失した。非洗浄眼では角膜、虹彩、
結膜への影響がみられなかったとの報告あり。

発がん性

皮膚感作性

ラットのLC50(4時間、粉塵): > 16.1mg/Lのデータあり。

生殖細胞変異原性

雌ラットを用いた強制経口投与による発生毒性試験において、母動物に体重
増加抑制および脾臓重量増加がみられた最高用量(45 mg/kg/day)で吸
収胚数の増加、胎児に骨格異常(湾曲肋骨、前肢の歪曲)の頻度増加がみられ
たとの報告あり。
また、マウスを用いた強制経口投与による連続交配試験において、F0親動
物に摂水量の減少、F1親動物にチアノーゼ、肝臓の絶対・相対重量増加、脾
臓の腫大および暗色化がみられる最高用量(250 mg/kg/day)でF0親動
物の2回目以降の交配による受胎率の低下が認められた。F1、F2児動物に
は同腹児数の減少傾向、体重の低値がみられたとの報告があり。

GHSの定義における固体
データ不足

ラット(雄)のLD50として750mg/kg、ラット(雌)のLD50として
1,722mg/kgのデータあり。
ウサギ(雄)のLD50として3,550mg/kg、ウサギ(雌)のLD50として
2,510mg/kgのデータあり。
また、ウサギのLD50として3,040mg/kg以上、および2,000～
3,160mg/kgとのデータあり。

国内外の評価機関による既存分類結果として、IARCでグループ２Bに、日本
産業衛生学会で第２群Bに、ACGIHでA3に、EUでCarc. 2に、DFGで
Category 3に、それぞれ分類されている。
ラットを用いた用いた2年間混餌投与によるがん原性試験において、雌雄と
も脾臓の間葉系組織由来の腫瘍、副腎の褐色細胞腫の発生増加が認められ
た。腫瘍発生の用量については、脾臓では雄で200ppm以上、雌では
1,000ppmであり、副腎では雌雄とも1,000 ppmと報告された。
マウスを用いた2年間混餌投与によるがん原性試験において、雄に血管腫、
悪性リンパ腫および肝細胞がん、雌に肝臓の血管肉腫と肝細胞がんの発生
増加が認められたが、発生率が低値であることから、がん原性は断定できな
いと報告された。
また、マウスを用いた21ヵ月間混餌投与による発がん性試験では、雌雄とも
6,000 ppmで血管腫瘍の発生増加が認められた。
本物質は厚生労働省化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の対
象物質である。

データ不足

ラット(雄)のLD50として294mg/kg、694mg/kg、664mg/kg、
860mg/kg、680mg/kgのデータがあり、また、ラット(雌)のLD50として
565mg/kgのデータがある。
また、ラットのLD50として530mg/kg、420mg/kg、650mg/kgのデー
タあり。

データ不足呼吸器感作性

マウスの脳、肝臓、骨髄を標的としたDNA鎖切断試験で陽性、ラットの肝細
胞を用いた付加体形成試験で陰性、ラットの骨髄を用いた染色体異常試験で
陰性、マウスの骨髄を用いた小核試験で陽性の報告あり。
また、細菌復帰突然変異試験で陽性または陰性、ほ乳類培養細胞を用いた染
色体異常試験で陽性または陰性、マウスリンフォーマ試験で陽性、CHO細胞
を用いた遺伝子突然変異試験で陰性の報告あり。

ウサギ(n= 6)を用いた皮膚刺激性試験において、パッチ除去24および72
時間後の全例の平均スコアは、紅斑ではいずれも0、浮腫では2.17および
1.0であった。本物質は軽微な刺激性を有するとの報告がある。
また、ウサギ(n= 6)を用いた皮膚刺激性試験において、無傷皮膚では紅斑
はみられず軽微な浮腫、有傷皮膚では軽微な紅斑と軽微な浮腫がみられ、
72時間後には消失した。本物質は軽微な 刺激性を有するとの報告がある。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

生殖毒性

皮膚腐食性/刺激性
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n-オクタノール・水分配係数 2.39

土壌吸着係数(Koc) 151 ～ 476

ヘンリー定数(PaM3/mol) 3.6

国際規制

国連番号
国連輸送名
国連分類

(コウライエビ)LC50: 2.14mg/L(96時間)

廃棄の前に可能な限り無害化、安定化および中和などの処理を行って危険
有害性のレベルを低い状態にすること。

クロロニトロベンゼン(固体)
1578

汚染容器および包装の安全で、かつ、環境
上望ましい廃棄、またはリサイクルに関する
情報

容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に
従って適切な処分を行うこと。

オゾン層への有害性

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

データなし
化審法分解度試験: 難分解性

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共
団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理すること。

化審法濃縮度試験: 低濃縮性

当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

廃棄に際しては適切な保護具を着用すること。

残留性・分解性

残余廃棄物

藻類

生物蓄積性(BCF)

土壌中の移動性

ヒトの急性中毒症状としては、メトヘモグロビン血症、嘔吐、頭痛のほか、極
めて重篤な症例では虚脱がみられるとの報告あり。
また、ヒトに対する本物質の急性毒性はメトヘモグロビン形成に起因する溶
血性貧血のほか、悪心、嘔吐、頭痛などの自覚症状が発現する。中毒事例で
は頭重、頭痛、食欲不振、悪心、めまい、息苦しさ等を自覚症状とし、重篤なチ
アノーゼが認められ､メトヘモグロビン濃度の著しい上昇がみられたとの報告
がある。
実験動物に対する毒性症状としては､チアノーゼ､血尿、呼吸障害がみられる
との報告あり。
また、ラットおよびマウスの単回経口投与試験における生存例の病理組織所
見として、ラットでは脾臓のうっ血、脾臓・肝臓・腎臓・骨髄のヘモジデリン沈
着、骨髄の赤血球造血亢進、マウスでは脾臓の髄外造血の程度の増強・うっ
血、脾臓・肝臓・骨髄のヘモジデリン沈着がみられたとの報告あり。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

甲殻類

１３．廃棄上の注意

6.1

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

データ不足

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

本物質に吸入ばく露された作業者でチアノーゼが認められた症例報告があ
る。これらの症例では血中ヘモグロビン濃度の低下がみられている。
ラットを用いた強制経口投与による90日間反復経口投与試験において、3
および10 mg/kg/day以上(区分1の範囲)で血液影響、肝臓、腎臓のヘモ
ジデリン沈着および肝臓の髄外造血、30mg/kg/day(区分2の範囲)で雄
に骨髄の過形成と精巣萎縮がみられたとの報告あり。
また、ラットを用いた強制経口投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試
験において、0.7および5 mg/kg/day(区分1の範囲)で血液影響がみられ
たとの報告あり。
ラットおよびマウスを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合
試験において、ラットでは200 ppm(区分1の範囲)で血液影響、脾臓影響、
1,000 ppm(区分2の範囲)で脾臓の線維化、骨髄の造血亢進、雌に副腎の
過形成等がみられた。マウスでは500 ppm(区分2の範囲)でラットと同様
の血液影響に加え、肺の病変がみられたとの報告がある。
マウスを用いた13週間反復吸入ばく露試験において、12および24
ppm(区分2の範囲)で脾臓影響、肝臓重量増加、前胃の扁平上皮の過形成
(雌)がみられたとの報告がある。
ラットを用いた4週間反復吸入ばく露試験において0.9～7 ppm(区分1の
範囲)で血液影響、脾臓影響がみられたとの報告がある。
また、ラットを用いた13週間反復吸入ばく露試験において、1.5 ppm以上
(区分1の範囲)でメトヘモグロビン濃度の上昇、6～24 ppm(区分2の範
囲)で脾臓影響、腎臓近位尿細管への影響がみられたとの報告がある。

１２．環境影響情報

生態毒性

１４．輸送上の注意

誤えん有害性

魚類 (Oryzias latipes)LC50: 14.5ppm(48時間)
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副次危険性等級
容器等級
海洋汚染物質
MARPOL73/78附属書Ⅱ
およびIBCコードによるばら
積み輸送される液体物質

国内規制
陸上規制情報
海上規制情報
航空規制情報

改訂履歴 2023年 11月 29日

海洋汚染物質（法第３８条第１項第４号、施行規則第３０条の２の３、施行規則
第３７条の１７、平成４年６月２日告示第３２３号）

輸出許可貨物・補完品目（キャッチオール規制）（法第４８条第１項、輸出令第１
条別表第１の１６の項）
輸出承認貨物・特定有害廃棄物等（法第４８条第３項、輸出令第２条別表第２
の３５の２の項）
輸入承認貨物・２の２号承認の第２（法第５２条、輸入令第４条第１項第２号、
昭和４１年４月３０日告示第１７０号・２の２の表の第２）

疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号１、平
成２５年９月３０日告示第３１６号）

特定有害廃棄物輸出入規制法
航空法
船舶安全法

毒物及び劇物取締法

水質基準（法第４条第２項、平成１５年５月３０日省令第１０１号）

外国為替及び外国貿易法

労働基準法

道路法

毒物類・毒物（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）
毒物類・毒物（危規則第３条危険物告示別表第１）
通行制限品目（法第４６条第３項、施行令第１９条の１３、平成２２年１１月１８日
（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第１２号・別表第２）

水道法
海洋汚染防止法

特定有害廃棄物（法第２条第１項第１号イ、平成３０年６月１８日省令第１２号）

化審法
化学物質排出把握管理促進法

優先評価化学物質（法第２条第５項、平成２３年４月１日告示第７号）
第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１）
健康障害防止指針公表物質（法第２８条第３項、平成３年８月２６日告示第５７
号）
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第
１号～第２号別表第９）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施行令第１８
条の２第１号～第２号別表第９）
変異原性が認められた既存化学物質（法第５７条の５、平成５年５月１７日基
発第３１２号の３）
作業環境測定対象物質（法第６５条第１項、施行令第２１条）
管理濃度設定物質（法第６５条の２、昭和６３年９月１日告示第７９号・別表）
特定化学物質・第２類物質・特定第２類物質（施行令別表第３第２号、特化則
第２条第１項第３号）

劇物（法第２条第２項別表第２第９４号、指定令第２条第１項）
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（法第２条第１６項、平成２２
年１０月１５日中央環境審議会第９次答申・別表１

大気汚染防止法

主な参考文献

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み
込み、荷崩れの防止を確実に行うこと。

道路法、毒物および劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物

道路法、毒物および劇物取締法の規定に従うこと。
船舶安全法の規制に従うこと。
航空法の規制に従うこと。

労働安全衛生法

ー
Ⅱ
該当

その他の注意

作成

非該当

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に
関しては、いかなる保証をなすものではありません。注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱い
の場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

１６．その他の情報

緊急時応急措置指針番号

安全データシート "パラ-ニトロクロロベンゼン", 職場の安全サイト

記載内容の取扱いについて

独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE統合版(2023/11/25 アクセ
ス)

安全データシート "4-Chloronitrobenzene", 東京化成工業株式会社

webデータベース "ezCRIC+"(2023/11/25 アクセス)
ウェブサイト "PubChem"(2023/11/25 アクセス)

重量物を上積みしないこと。

１５．適用法令

152

輸送または輸送手段に関する特別の安全対
策


